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※   対象となる人数が２人以下の場合は、個人情報保護の観点からアスタリスク（＊）としている。
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※   「平均給料月額」とは、平成１９年４月１日における職種ごとの職員の基本給の平均。

※   「平均給与月額」とは、給料月額と月ごとに支払われる扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当などすべての手当の額

     を合計したものであり、「平均給与月額（国ベース）」とは、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当が含まれていないこと

     から比較のために国家公務員と同じベースで算出したもの。

※  民間データは、厚生労働省が実施している「賃金構造基本統計調査」の平成１６年～１８年の３ヶ年の平均で静岡県のもの。ただし

    、 「廃棄物処理業従業員」と「用務員」は全国計の数値。

3,166

平均給与月額
（国ベース）

（百円）

対応する民間の
類似職種

区分

    全体

平均年齢

（歳）

平均給与月額

（百円）
職員数

平均年齢

（歳）

平均給料月額

（百円）

平均給与月額

（百円）

69 52.1

公  務  員 民間従業員

静 岡 県 伊 豆 市
平 成 ２ ０ 年 ３ 月
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１   現状

技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針

※   対象となる人数が２人以下の場合は、個人情報保護の観点からアスタリスク（＊）としている。また、「自動車運転手」は１人であり

      年齢別人数に表記していないため、年齢別人数の合計は総計人数と一致しない。

  （１）職種ごとの人数・平均年齢・平均給与及び民間従業員のデータ

  （２）職種ごとの年齢別の人数・平均給与のデータ



     ウ   昇給基準

           国家公務員に適用される行政職俸給表（二）の１級から４級に準拠し「技能労務職給料表」を適用。

     イ   特殊勤務手当

           技能労務職員に係る特殊勤務手当はない。

  （３）その他給与に関する事項

           毎年１月１日に前１年間における勤務成績に応じ、４号給（５５歳を超える場合は２号給）を標準として

           昇給する。

２   基本的な考え方

     ア   給料表

３   具体的な取組内容

         特殊勤務手当については、行政職を含む全体的な取り組みとして廃止の方向で取り組んできた。

         給与に関しては、国家公務員の俸給表に準拠しており、引き続き近隣自治体や民間類似職種との

      均衡に留意しつつ、適正な運用に取り組んでいく。

         技能労務職員については、原則、退職不補充としており、平成１６年の合併以来、新規採用を行って

      いない。今後も退職不補充により技能労務職員の削減を進める。

         平成１７年度において学校管理に関する現業手当、平成１８年度に清掃職員に係る施設従事手当

      を廃止した。

         また、退職不補充の基本方針から、今後は業務の民間委託や事務事業の見直しを積極的に推進

      していく。


